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（フリーランス・個人事業主の方へ）

（特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律）

発信者 雇用環境・均等室
〇群⾺労働局の取組をトピックスで紹介します。お役⽴ち情報を載せていますので、ぜひ貴法⼈・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

〇ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

雇用環境・均等室

① フリーランス・個人事業主の方へ



＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

トピックスのバックナンバーは
HPを⾒てね︕

雇用環境・均等室

② 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

「新しい資本主義のグランドデザイン及
び実行計画」（令和４年６月７日）におい
て、フリーランスの取引適正化のための法
制度について検討し、国会に提出すること
とされました。
これを受け、内閣官房を中心に、公正取

引委員会、経済産業省、中小企業庁、厚生
労働省で検討を行い、令和５年２月24日に
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に
関する法律」（フリーランス・事業者間取
引適正化等法）（令和５年度法律第25号。
以下｢法｣という。）が第211回国会に提出さ
れ、4月28日に可決成立し、5月12日に公布
されました。
法は、公布の日から起算して１年６か月

を超えない範囲内において政令で定める日
に施行することとされており、個人で働く
フリーランスに業務委託を行う発注事業者
に対し、業務委託をした際の取引条件の明
示、給付を受領した日から原則60日以内で
の報酬支払、ハラスメント対策のための体
制整備等が義務付けられることとなります。
法の取引の適正化に係る規定については

主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就
業環境の整備に係る規定については主に厚
生労働省がそれぞれ執行を担います。
法の内容等については、下記ＱＲコード

からご確認ください。
情報は随時拡充していく予定です。
（厚生労働省ホームページ）


